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ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
の
協
力

に
よ
り
、
パ
ソ
コ
ン
操
作
に
関
す
る

相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
場
所　

地
域
情
報
セ
ン
タ
ー
２
階
大

会
議
室

問
合
せ　

地
域
協
働
課
（
内
線
３
２

３
）

聞
こ
え
の
心
配
な

　
　
　
　

乳
幼
児
の
保
護
者
の
方
へ

　
「
音
に
反
応
し
な
い
」「
名
前
を
呼

ん
で
も
振
り
向
か
な
い
」
こ
の
よ
う

な
お
子
さ
ん
の
子
育
て
に
お
悩
み
の

保
護
者
の
方
は
、
一
日
で
も
早
く
、

県
立
一
宮
聾
学
校
の
乳
幼
児
教
育
相

談
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

聞
こ
え
と
こ
と
ば
は
３
歳
ま
で
に

そ
の
基
礎
が
確
立
す
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
聞
こ
え
に
よ

る
こ
と
ば
の
遅
れ
に
対
す
る
教
育

は
、
早
け
れ
ば
早
い
ほ
ど
効
果
が
上

が
り
ま
す
。
少
し
で
も
お
子
さ
ん
の

聞
こ
え
や
こ
と
ば
に
不
安
を
抱
い
た

ら
、
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

教
育
相
談　

悩
み
や
子
育
て
へ
の
ア

ド
バ
イ
ス
、
聞
こ
え
に
関
す
る
簡

単
な
検
査
を
行
い
ま
す
。

乳
幼
児
教
室　

聞
こ
え
や
聞
こ
え
に

よ
る
こ
と
ば
に
障
害
の
あ
る
お
子

さ
ん
と
保
護
者
を
対
象
に
し
た
個

別
支
援
を
行
い
ま
す
（
個
別
指
導

を
毎
週
１
回
、
２
歳
児
は
週
１
回

の
集
団
指
導
も
行
っ
て
い
ま
す
）。

相
談
、
聴
力
測
定
、
指
導
料
は
無

料
で
す
。

進
路
相
談　

難
聴
の
お
子
さ
ん
の
進

路
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

県
立
一
宮
聾
学
校
幼
稚
部

（
教
育
相
談
）
お
よ
び
担
当
部
（
一

宮
市
大
和
町
苅
安
賀
字
上
西
之
杁

30
☎
０
５
８
６
―
45
―
６
０
０
０

ＦＡＸ
０
５
８
６
―
43
―
４
４
６
２
）

　

就
職
で
悩
ん
で
い
る
方
、
ま
た
お

子
さ
ん
の
就
職
に
悩
ん
で
い
る
保
護

者
の
方
、
専
門
の
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
（
進
路
・
就
職
相
談
の
専
門

家
）
に
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時　

10
月
26
日
㈮
午
後
２
時
～
５

時
（
１
人
45
分
程
度
）

場
所　

地
域
情
報
セ
ン
タ
ー
１
階
市

民
相
談
コ
ー
ナ
ー

対
象
者　

無
業
の
状
態
に
あ
る
若
者

ま
た
は
そ
の
保
護
者

定
員　

３
人
（
先
着
順
）

相
談
料　

無
料

申
込
・
問
合
せ　

相
談
日
の
前
日
ま

で
に
、
い
ち
の
み
や
若
者
サ
ポ
ー

ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
☎
０
５
８
６

―
64
―
６
３
４
９
）
へ
（
要
電
話

予
約
）。

乳
幼
児
教
育
相
談

若
者
の

　
　

就
労
無
料
相
談

相
談
相
談

パ
ソ
コ
ン
初
心
者
の

　
　
　
　
　

相
談
会

・仕事に関する内容の相談はできません。
・ノートパソコンを所有している方はお持ちください。
・事前の予約は必要ありません。

対象者 開催日時 問合せ

初心者 第 1 ～第 4 土曜日
 9:30 ～ 11:30

尾北シニアネット
飯干紘司（☎ 56-0267）

初心者
　～中級者

10 月 14 日（日）
 9:30 ～ 11:00

IT 講師会
岡田洋子（☎ 56-5526）

音が聞こえてるかな？

住
民
投
票

　

第
24
条
で
は
、
市
政
に
係
る
重

要
事
項
に
つ
い
て
、
広
く
住
民
の

意
思
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
場

合
は
、
条
例
で
別
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
住
民
投
票
を
実
施
で

き
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

住
民
投
票
に
関
す
る
条
例
案
の

議
会
へ
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
市

長
だ
け
で
な
く
、
法
の
規
定
に
よ

る
直
接
請
求
「
住
民
の
請
求
」
に

よ
っ
て
も
可
能
で
す
。

第
24
条　

住
民
投
票
制
度

　

市
長
は
、
住
民
の
請
求
等
を
踏

ま
え
、
市
政
に
係
る
重
要
事
項
に

つ
い
て
、
広
く
住
民
の
意
思
を
確

認
す
る
た
め
、
住
民
投
票
を
実
施

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２　

市
は
、
住
民
投
票
の
結
果
を

尊
重
し
ま
す
。

３　

住
民
投
票
に
付
す
べ
き
事

項
、
投
票
資
格
者
そ
の
他
実
施

に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
別

に
条
例
で
定
め
ま
す
。

　

市
の
将
来
を
大
き
く
左
右
す
る

よ
う
な
市
政
に
関
す
る
極
め
て
重

要
な
事
項
は
、
広
く
住
民
（
投
票

資
格
者
に
つ
い
て
は
、
第
３
項
の

と
お
り
別
の
条
例
で
定
め
ら
れ
ま

す
）
の
意
思
を
直
接
確
認
し
、
市

長
を
は
じ
め
と
す
る
執
行
機
関
等

と
議
会
は
、
そ
の
結
果
を
尊
重
し

た
上
で
、
重
要
な
事
項
に
関
す
る

決
定
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
（
投
票
結
果
に
法
的
拘
束
力
は

あ
り
ま
せ
ん
）。

　

住
民
投
票
の
制
度
化
に
関
し

て
は
、
投
票
資
格
者
や
市
民
の

投
票
実
施
に
係
る
請
求
要
件

（
一
定
年
齢
以
上
の
市
民
の
何

分
の
１
以
上
の
署
名
数
が
必
要

な
ど
）
を
一
定
に
し
、
常
に
住

民
投
票
実
施
が
可
能
な
状
態
に

す
る
常
設
型
の
条
例
か
、
対
象

事
案
に
応
じ
て
、
実
施
内
容
を

議
会
の
議
決
に
よ
り
定
め
て
い

く
個
別
型
の
条
例
と
す
る
か
な

ど
、
多
く
の
こ
と
を
検
討
し
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ　

地
域
協
働
課
（
内
線

３
２
３
）

「
江
南
市
市
民
自
治
に

　

よ
る
ま
ち
づ
く
り

　
　

基
本
条
例
」
の
中
身

　
　
　
　
　
　
　

そ
の
12

⑰

協働と参加
情報共有で
まちづくり


